
パターンＡ：最終所有者が市町村の契約したチャーター船を用いて仕向地の引取業者に使用済自動車を
　　　　　　 　引き渡す

最終所有者 海上輸送 引取業者

・市町村がチャーターした運搬船の運搬費用
　及び荷役費用

パターンＢ：最終所有者が定期船又はチャーター船を用いて仕向地の引取業者に使用済自動車を引き渡す

最終所有者 海上輸送 引取業者

　の運搬費用及び荷役費用

パターンＣ：解体業者が市町村の契約したチャーター船で仕向地の破砕業者に廃車ガラを引き渡す

解体業者 海上輸送 破砕業者

・市町村がチャーターした運搬船の運搬費用

　及び荷役費用

パターンＤ：解体業者が自ら契約したチャーター船で仕向地の破砕業者に廃車ガラを引き渡す

解体業者 海上輸送 破砕業者

・解体業者がチャーターした運搬船の運搬費用

　及び荷役費用

パターンＥ：解体業者が定期船を用いて仕向地の破砕業者に廃車ガラを引き渡す

解体業者 海上輸送 破砕業者

・解体業者が利用した定期船の運搬費用

　及び荷役費用

※　今回の変更点

１．パターンＢ、Ｅにおいて荷役費用が別途必要となる定期貨物船を追加した。

２．パターンＢにおいて荷役費用が別途必要となるチャーター船を追加した。

出えん対象費用：

出えん対象費用：

出えん対象費用：

離島対策における海上輸送パターンとして想定される具体例

出えん対象費用：

出えん対象費用：

・最終所有者の利用した定期船又はチャーター

海上輸送離島 仕向地（本土）

荷役
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